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注 記 

 

１ 重要な会計方針 

(1) 減価償却の方法等 

① 有形固定資産 

国有財産（公共用財産を除く）については、国有財産台帳の価格改定に適用される耐用年数に基づ 

く定率法(平成 19 年 4 月 1 日以後に新築した建物は定額法)によっている。なお、残存価額まで到達 

している国有財産（公共用財産を除く）については、耐用年数を経過した翌会計年度から 5年間で備 

忘価格 1 円まで均等償却を行っている。 

物品（美術品を除く）については、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」に定める耐用年数に

基づく定額法によっている。なお、残存価額まで到達している物品については、耐用年数を経過した

翌会計年度から 5年間で備忘価格 1 円まで均等償却を行っている。 

② 無形固定資産 

ソフトウェアについては、利用可能期間（5 年）の開発費等の累計額を資産価額とし、利用可能期

間に基づく定額法によっている。 

(2) 出資金の評価基準及び評価方法 

① 市場価格のないもの 

全て「国有財産法」の規定により政府出資等として管理されている出資金であり、会計年度末にお

ける国有財産台帳価格によって評価している。 

なお、日本郵政株式会社の出資金に係る国有財産台帳価格については、同社の連結貸借対照表の純

資産額に基づいて算定されている。 

(3) 引当金の計上基準及び算定方法 

① 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるため、主として過去 3 年間の貸倒実績率に基づく回収不能見込額

に加え、個別の債権ごとの回収可能性を勘案した回収不能見込額を計上している。 

② 賞与引当金 

6 月支給分の期末手当及び勤勉手当の見込額について、それぞれ本会計年度の期間に対応する部分

（期末手当及び勤勉手当の 6月支給分の 4/6）を計上している。 

③ 退職給付引当金 

退職手当に係る退職給付引当金については、自己都合による期末要支給額を、次の計算方法により

計上している。 

・基本額 … 勤続年数別の職員数 × 平均給与 × 自己都合退職手当支給率 

・調整額 … 「国家公務員退職手当法」第 6 条の 4 に定められた区分別の職員数 × 想定され

る調整月額単価 × 60 ヶ月 

国家公務員共済年金のうち、整理資源（昭和 34 年 10 月前の恩給公務員期間に係る給付分）に係る

引当金については、将来給付見込額の割引現在価値を計上している。 

「国家公務員災害補償法」に基づく補償のうち、遺族補償年金に係る引当金については、「支給率×

平均給与×割引率」により算出し、遺族特別給付金（年金）に係る引当金については、「遺族補償年金

に係る引当金の額×特別支給率」により算出した額を計上している。 

  ④ 恩給引当金 

恩給に係る引当金については、将来給付見込額を受給者見込数、改訂率見込、割引率を用いて計算

した額を計上している。 

(4) その他財務書類作成のための基本となる重要な事項 

① 消費税等の会計処理方法 

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。 

② 退職給付引当金の算定において用いる平均給与上昇率及び割引率について 
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  ・平均給与上昇率 ： 2.5％ 

  （平成 21 年財政検証で用いられている長期的な賃金上昇率による） 

  ・割  引  率 ： 4.1％ 

  （平成 21 年財政検証で用いられている長期的な運用利回りによる） 

 

２ 重要な会計方針の変更 

本会計年度より、国有財産（公共用財産を除く）及び物品（美術品を除く）について、残存価額まで

到達したものにかかる翌会計年度から備忘価格 1円までの 5年間均等償却額を業務費用計算書上の減価

償却費として処理している。この変更は、国有財産台帳の価格改定に関する評価要領が改訂（平成 22

年 5 月 31 日財理第 1874 号）されたこと等による。 

なお、この変更により、本会計年度の貸借対照表において、国有財産（公共用財産を除く）が 614 百

万円、物品が 40 百万円減少し、本会計年度の業務費用計算書において、減価償却費が 654 百万円増加

している。 

 

 

３ 偶発債務 

(1) 係争中の訴訟等で損害賠償等の請求を受けているもの 

（単位：百万円） 

訴訟の略称 請求金額 事件番号 訴訟の概要 

旧軍人普通恩給請求棄却裁定取消

等請求上告事件 

最高裁判所 

平成 23年(行ツ)第 356

号 

処分行政庁の故意又は過失による

裁定によって恩給の受給を妨げら

れたとして､国家賠償法に基づき､  

旧軍人普通恩給請求棄却裁定取消

等請求上告受理事件 

1 最高裁判所 

平成 23年(行ヒ)第 395

号 

113 万 6,800 円（実在職年 6 年未満

の普通恩給最低保障年額相当額の 2

年分）の支払を求めているもの 

(注) 訴訟の見込、結果にかかわらず、平成 24 年 3 月 31 日現在の請求金額を記載している。 

(2) その他主要な偶発債務 

政府は、「法人に対する政府の財政支援の制限に関する法律」（昭和 21 年法律第 24 号）第 3 条の規定

にかかわらず、次に掲げるものに係る独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構の債務を保証して

いる。 

③ 郵便貯金として預入された貯金の払戻し及びその貯金の利子の支払 

④ 旧簡易生命保険契約に基づく保険金、年金等の支払 

 

４ 翌年度以降支出予定額 

(1) 歳出予算の繰越し 

歳出予算の繰越しに係る翌年度の支出予定額 80,295 百万円 

(2) 国庫債務負担行為 

国庫債務負担行為による翌年度以降に係る支出予定額 130,105 百万円 

 

５ 追加情報 

(1) 出納整理期間 

出納整理期間が設けられており、出納整理期間中の現金の受払い等を終了した後の計数をもって会計

年度末の計数としている。 

(2) 業務費用計算書における収益の計上 

・「貸倒引当金繰入額」において、貸倒引当金の戻入額（貸倒引当金減少額）34 百万円が計上されてい

る。 

  ・「資産処分損益」において、物品の処分益△163 百万円が計上されている。 

(3) 表示科目の説明 
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① 貸借対照表 

ア 資産の部 

・「未収金」には、返納金債権、損害賠償金債権、電波利用料債権及び延滞金債権等を計上している。 

・「前払費用」には、自賠責保険料の既支払額のうち、契約期間が未経過の部分を計上している。 

・「その他の債権等」には、財政投融資特別会計特定国有財産整備勘定への前渡不動産及び交付税及

び譲与税配付金特別会計への繰入にかかる未精算額を計上している。 

・「貸倒引当金」には、返納金債権、電波利用料債権及び損害賠償金債権等に対する貸倒見積額を計

上している。 

・「国有財産（公共用財産を除く）」には、国有財産台帳価格を計上している。 

・「土地」には、主に庁舎敷地を計上している。 

・「立木竹」には、主に庁舎敷地上の立木竹を計上している。 

・「建物」には、主に庁舎建物を計上している。 

・「工作物」には、主に庁舎建物に係る建物附属設備を計上している。 

・「航空機」には、主に航空機を計上している。 

・「物品」には、取得価格（見積価格）が 50 万円以上の物品（美術品については 300 万円以上）に

ついて、美術品を除く物品は取得価格（見積価格）から減価償却費相当額を控除した後の価額、

美術品は取得価格（見積価格）で計上している。 

・「無形固定資産」には、電話加入権については取得価格、ソフトウェアについては取得に要した費

用から減価償却費相当額を控除した後の価額で計上している。 

・「出資金」には、国有財産として管理されている政府出資のうち、政策目的をもって保有している

ものを計上している。 

イ 負債の部 

・「未払金」には、子ども手当、公務災害補償費及び未払恩給給付金を計上している。 

・「賞与引当金」には、6月支給の期末手当･勤勉手当に係る本会計年度分を計上している。 

・「退職給付引当金」には、退職手当、整理資源及び国家公務員災害補償年金に係る引当金を計上し

ている。 

・「恩給引当金」には、恩給給付費に係る引当金を計上している。 

・「その他の債務等」には、財政投融資特別会計特定国有財産整備勘定への未渡不動産及び交付税及

び譲与税配付金特別会計への未繰入額を計上している。 

② 業務費用計算書 

・「人件費」には、決算書の使途別分類が「人件費」に該当するもののうち職員等に係るもの（職員の

手当、非常勤職員の手当及び休職者の手当等）及び決算書の使途別分類が「補助費･委託費」に該当

するもののうち国家公務員共済組合負担金等として支出した額に、児童手当及び子ども手当の未払

金や退職手当、賞与及び国家公務員災害補償年金に関する引当金等の発生主義による調整を行った

ものを計上している。 

・「賞与引当金繰入額」には、6 月支給の期末手当及び勤勉手当の支給見込額のうち当該年度に帰属す

る部分を計上している。 

・「退職給付引当金繰入額」には、退職給付引当金への繰入額を計上している。 

・「恩給費」には、前会計年度において、恩給支払額のうち、総務省一般会計分を控除した額を計上し

ている。 

・「恩給引当金繰入額」には、恩給引当金への繰入額を計上している。 

・「補助金等」には、決算書の使途別分類が「補助費･委託費」に該当するもののうち、「補助金等に係

る予算の執行の適正化に関する法律」第 2 条第 1 項で規定する補助金等に該当するものを計上して

いる。 

・「委託費等」には、委託費、交付金（運営費交付金及び国有資産所在市町村交付金を除く）、分担金

及び拠出金を計上している。 
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・「独立行政法人運営費交付金」には、独立行政法人情報通信研究機構及び独立行政法人統計センター

に対する運営費交付金を計上している。 

・「政党助成費」には、「政党助成法」に基づき交付の対象となる政党に対しての交付金を計上してい

る。 

・「交付税及び譲与税配付金特別会計への繰入」には、区分別収支計算書の「交付税及び譲与税配付金

特別会計への繰入額」に、貸借対照表における「その他の債権等」の「交付税及び譲与税配付金特

別会計への未精算額」の減少額及び「その他の債務等」の「交付税及び譲与税配付金特別会計への

未繰入額」の減少額を加算した金額を計上している。 

・「庁費等」には、決算書の使途別分類が「物件費」及び「施設費」に該当するもののうち、他の科目

で計上されていないものであって資産計上されていないものを計上している。 

・「その他の経費」には、決算書の使途別分類が「旅費」及び「その他」に該当するもの並びに単独の

科目で表示するには金額の少ないもの等を計上している。 

・「減価償却費」には、有形固定資産及び無形固定資産に係る減価償却費を計上している。 

・「貸倒引当金繰入額」には、債権等の貸倒れに伴う費用及び損失の見込額のうち、当該年度に係る額

を計上している。 

・「資産処分損益」には、有形固定資産及び無形固定資産等の除却等の処分に伴い生じた損益を計上し

ている。 

③ 資産･負債差額増減計算書 

・「前年度末資産・負債差額」には、前年度の貸借対照表の「資産･負債差額」の額を計上している。 

・「本年度業務費用合計」には、業務費用計算書の「本年度業務費用合計」の額を計上している。 

・「主管の財源」には、雑納付金、許可及び手数料、電波利用料収入等を計上している。 

・「配賦財源」には、業務支出の合計（支出済歳出額）と主管の収納済歳入額との差額を計上している。 

・「無償所管換等」には、省庁間等の無償所管換等を計上している。 

・「資産評価差額」には、出資金の評価差額（強制評価減に係るものを除く）及び国有財産の台帳価格

の改定に伴う評価差額等を計上している。 

・「本年度末資産・負債差額」には、本年度の貸借対照表の「資産・負債差額」の額を計上している。 

④ 区分別収支計算書 

ア 業務収支 

・「主管の収納済歳入額」には、総務省主管の収納済歳入額を計上している。 

・「配賦財源」には、業務支出の合計（支出済歳出額）と主管の収納済歳入額との差額を計上してい

る。 

・「人件費」には、決算書の使途別分類が「人件費」に該当するもののうち職員等に係るもの（職員

の手当、非常勤職員の手当及び休職者の手当等）及び決算書の使途別分類が「補助費･委託費」

に該当するもののうち国家公務員共済組合負担金等として支出した額を計上している。 

・「恩給費」には、「共済制度移行前の退職文官等」及び「旧軍人」並びに「その遺族」に対する恩

給費の支出済額を計上している。 

・「補助金等」には、決算書の使途別分類が「補助費･委託費」に該当するもののうち、「補助金等に

係る予算の執行の適正化に関する法律」第 2条第 1項で規定する補助金等に該当する支出額を計

上している。 

・「委託費等」には、委託費、交付金（運営費交付金及び国有資産所在市町村交付金を除く）、分担

金、拠出金を計上している。 

・「独立行政法人運営費交付金」には、独立行政法人情報通信研究機構及び独立行政法人統計センタ

ーに対する運営費交付金を計上している。 

・「政党助成費」には、「政党助成法」に基づき交付の対象となる政党に対しての交付金の支出済額

を計上している。 

・「交付税及び譲与税配付金特別会計への繰入」には、「特別会計に関する法律」の規定に基づく地
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方交付税交付金、地方特例交付金及び借入金等の利子の財源として交付税及び譲与税配付金特別

会計への繰入額を計上している。 

・「庁費等の支出」には、決算書の使途別分類が「物件費」及び「施設費」に該当の支出のうち、施

設整備支出に計上されないもので他の科目で計上されていないものを計上している。 

・「その他の支出」には、決算書の使途別分類が「旅費」及び「その他」に該当する支出並びに単独

の科目で表示するには金額の少ないもの等を計上している。 

・「建物に係る支出」には、主に庁舎建物に係る支出を計上している。 

・「工作物に係る支出」には、主に庁舎建物における建物附属設備に係る支出を計上している。 

・「航空機に係る支出」には、主に航空機に係る支出を計上している。 

・「業務収支」には、財源合計から業務支出合計を控除した額を計上している。 

(4) その他省庁の財務内容を理解するために特に必要と考えられる情報 

① 百万円未満切り捨てのため、合計が一致しないことがある。 

② 百万円未満の計数がある場合には「0」で表示し、該当計数が皆無の場合には「-」で表示している。 
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附属明細書 

 

１ 貸借対照表の内容に関する明細 

(1) 資産項目の明細 

① 未収金の明細 

（単位：百万円）

内容 相手先 本年度末残高

返納金債権 恩給給付金受給者 371

損害賠償金債権 恩給給付金受給者等 95

電波利用料債権 無線局の免許人 50

延滞金債権 恩給給付金受給者等 2

その他 0

合計 519  

 

② その他の債権等の明細 

（単位：百万円）

債権の種類 相手先 本年度末残高 債権の内容等

交付税及び譲与税配付金特別
会計への繰入に係る未精算額

交付税及び譲与税配付金特別
会計交付税及び譲与税配付金
勘定

3,775,941

「旧地方交付税法」附則第4条の2
第5項及び第6項の規定に基づき、
後年度の地方交付税交付金の総額
から減額することとされている額

財政投融資特別会計特定国有
財産整備勘定への前渡不動産

財政投融資特別会計特定国有
財産整備勘定

3,226
新施設の引渡しを受けていない
が、旧施設を相手先に引継いだも
の

合計 3,779,167  

 

③ 貸倒引当金の明細 

（単位：百万円）

前年度末残高 本年度増減額 本年度末残高 前年度末残高 本年度増減額 本年度末残高

未収金 876 △ 356 519 152 △ 34 117

徴収停止債権 3 3 6 0 0 1

履行期限到来等債権 474 39 513 151 △ 35 116

上記以外の債権 399 △ 399 - - - -

合計 876 △ 356 519 152 △ 34 117

区分
貸付金等の残高 貸倒引当金の残高

摘要

　履行期限到来
等債権について
は、貸付金等の
残高に、過去3
年間の貸倒実績
率（注）を乗じ
た額を計上して
いる。
（注）過去3年
間の債権平均残
高に対する過去
3年間の不納欠
損の年間平均額
の割合
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④ 固定資産の明細 

（単位：百万円）

区分 前年度末残高 本年度増加額 本年度減少額
本年度

減価償却額

評価差額
（本年度発生

分）
本年度末残高

（有形固定資産）

国有財産（公共用財産除く） 157,697 1,653 30 4,020 △ 2,822 152,478

行政財産 157,660 1,653 29 4,020 △ 2,816 152,447

土地 106,761 0 20 - △ 2,808 103,933

立木竹 106 - 0 - △ 8 97

建物 39,508 19 1 1,854 - 37,671

工作物 11,138 216 7 1,788 - 9,559

航空機 145 1,417 - 377 - 1,184

普通財産 37 - 0 0 △ 5 31

土地 37 - 0 - △ 5 31

建物 0 - - - - 0

工作物 0 - - 0 - 0

物品 47,507 14,419 - 13,216 - 48,710

物品（美術品を除く） 47,482 14,419 - 13,216 - 48,685

美術品 24 - - - - 24

小計 205,205 16,073 30 17,236 △ 2,822 201,189

（無形固定資産）

ソフトウェア 10,217 317 - 3,848 - 6,686

電話加入権 111 - 0 - - 110

小計 10,328 317 0 3,848 - 6,796

合計 215,533 16,390 30 21,084 △ 2,822 207,986  
 

⑤ 出資金の明細 

ア 出資金の増減の明細 

（単位：百万円）

法人名等 前年度末残高
評価差額の

戻入
本年度増加額 本年度減少額

評価差額（本
年度発生分）

強制評価減 本年度末残高

○特殊会社

日本郵政株式会社 3,583,195 △ 732,030 16,787 - 1,068,777 - 3,936,729

○独立行政法人

情報通信研究機構（一般勘
定）

77,598 4,494 - - △ 6,734 - 75,359

平和祈念事業特別基金 1,711 △ 1,611 - - 1,130 - 1,230

郵便貯金・簡易生命保険管理
機構

67,716 △ 60,716 - - 72,367 - 79,367

合計 3,730,223 △ 789,864 16,787 - 1,135,540 - 4,092,686  

 

イ 市場価格のない出資金の純資産額等の明細 
(単位：百万円）

出資先
資産
(A)

負債
(B)

純資産額
(C=A-B)

資本金
(D)

一般会計から
の出資累計額

(E)

出資割合
(F=E/D) %

純資産額に
よる算出額
(G=C×F)

貸借対照表計
上額（国有財
産台帳価格）

使用財務諸表

○特殊会社

日本郵政株式会社 9,747,186 1,250,639 8,496,547 8,003,856 2,867,952 35.83% 3,044,312 3,936,729 法定財務諸表

○独立行政法人

情報通信研究機構（一般勘
定）

114,980 39,621 75,359 82,093 82,093 100.00% 75,359 75,359 法定財務諸表

平和祈念事業特別基金 5,676 4,446 1,230 100 100 100.00% 1,230 1,230 法定財務諸表

郵便貯金・簡易生命保険管
理機構

51,739,401 51,660,033 79,367 7,000 7,000 100.00% 79,367 79,367 法定財務諸表

合計 61,607,246 52,954,741 8,652,504 8,093,049 2,957,145 - 3,200,270 4,092,686

（注）日本郵政株式会社の貸借対照表計上額（国有財産台帳価格）については、同社の連結貸借対照表の純資産額に基づいて算定されている。  
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(2) 負債項目の明細 

① 未払金の明細 

  

 （単位：百万円）

内容 相手先 本年度末残高

子ども手当 職員 54

公務災害補償費 遺族及び職員（退職者を含む） 8

未払恩給給付金 恩給給付金受給者 132,881

合計 132,943  

 

② 退職給付引当金の明細 

  

 （単位：百万円）

区分 前年度末残高 本年度取崩額 本年度増加額 本年度末残高

退職手当に係る引当金 62,760 3,319 4,556 63,997

整理資源に係る引当金 28,254 2,963 508 25,799

国家公務員災害補償年金に係
る引当金

686 35 24 675

合計 91,701 6,318 5,089 90,472  

 

③ 恩給引当金の明細 

  

 （単位：百万円）

区分 前年度末残高 本年度取崩額 本年度増加額 本年度末残高

恩給給付費に係る引当金 3,614,068 591,331 147,378 3,170,115

合計 3,614,068 591,331 147,378 3,170,115  

 

④ その他の債務等の明細 

  

（単位：百万円）

債務の種類 相手先 本年度末残高

交付税及び譲与税配付金特別会
計への未繰入額

交付税及び譲与税配付金特別会
計交付税及び譲与税配付金勘定

4,954,385

財政投融資特別会計特定国有財
産整備勘定への未渡不動産

財政投融資特別会計特定国有財
産整備勘定

222

合計 4,954,607  
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２ 業務費用計算書の内容に関する明細 

(1) 組織別の業務費用の明細 

（単位：百万円）

総務本省
管区行政評価

局
総合通信局

公害等調整委
員会

消防庁 合計

人件費 27,424 11,817 9,180 381 1,231 50,036

賞与引当金繰入額 1,400 478 688 28 87 2,684

退職給付引当金繰入額 5,089 - - - - 5,089

恩給引当金繰入額 147,378 - - - - 147,378

補助金等 385,117 - - - 13,609 398,726

委託費等 74,866 0 5 - 708 75,581

独立行政法人運営費交付金 39,706 - - - - 39,706

政党助成費 31,963 - - - - 31,963

交付税及び譲与税配付金特別会計へ
の繰入

19,334,659 - - - - 19,334,659

庁費等 33,515 2,291 1,408 45 2,991 40,251

その他の経費 973 897 279 49 6,986 9,186

減価償却費 16,575 35 854 - 3,619 21,084

貸倒引当金繰入額 △ 1 - △ 33 - △0 △ 34

資産処分損益 △ 162 0 4 - - △ 158

本年度業務費用合計 20,098,507 15,521 12,388 505 29,234 20,156,157  
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(2) 補助金等の明細

（単位：百万円）

名称 相手先 金額 支出目的

＜補助金＞

市町村行政機能応急復旧補
助金

市町村 2,599

震災により、本庁舎が甚大な被害を受けた市
町村や本庁舎が使用できなくなった市町村に
おいて、その機能を応急的に復旧するために
要する仮庁舎の建設等に対する補助

市町村合併体制整備費補助
金

市町村 4,512

「市町村の合併の特例に関する法律」（昭和
40年法律第6号）第2条第1項の市町村の合併
に関し、同条第2項の合併市町村が実施する
事業に要する経費に対する補助

市町村行政機能応急復旧補
助金（復興経費）

市町村 1,368

地震･津波の発生により本庁舎に壊滅的な被
害を受けた市町村等の行政機能の応急の復旧
のために必要な仮庁舎の建設や住民基本台帳
システム等被災者の支援に関する情報システ
ムの復旧等のための補助

市町村合併体制整備費補助
金（復興経費）

市町村 289
合併市町村が災害に強い地域づくりや住民
サービスの確保等のために市町村建設計画に
基づき実施する事業に対する補助

原子力災害避難住民等交流
事業費補助金

市町村 41
原子力災害により市町村の区域外への避難を
余儀なくされた住民と避難元市町村との関係
(きずな)を維持するための取組に対する補助

過疎地域集落等整備事業費
補助金

市町村等 87
過疎地域の自立促進を推進するための集落整
備事業等に要する経費に対する補助

独立行政法人情報通信研究
機構施設整備費補助金

独立行政法人情報通信
研究機構

1,229
独立行政法人情報通信研究機構の研究施設の
整備に要する経費に対する補助

情報通信利用促進支援事業
費補助金

独立行政法人情報通信
研究機構

467
情報通信利用促進支援に要する経費の独立行
政法人情報通信研究機構に対する補助

衛星放送受信対策事業費補
助金

民間団体等 1
難視聴世帯の解消を促進するための衛星放送
受信対策事業に要する経費に対する補助

情報通信基盤災害復旧事業
費補助金

市町村 138
東日本大震災により被災した地域の情報通信
基盤の復旧事業を実施する地方公共団体に対
し支援の実施に要する経費を補助

無線システム普及支援事業
費等補助金

社団法人デジタル放送
推進協会
地方公共団体等
社団法人移動通信基盤
整備協会等

45,586

・「電波法」（昭和25年法律第131号）第103
条の2第4項第8号の規定により、電波の能率
的な利用に資する技術を用いて行われる無線
通信を利用することが困難な地域において次
に掲げる設備の整備のための補助金の交付そ
の他の必要な援助
イ　当該無線通信の業務の用に供する無線局
の無線設備及び当該無線局の開設に必要な伝
送路設備
ロ　当該無線通信の受信を可能とする伝送路
設備
・「電波法」（昭和25年法律第131号）第103
条の2第4項第9号の規定により、前号に掲げ
るもののほか、電波の能率的な利用に資する
技術を用いて行われる無線通信を利用するこ
とが困難なトンネルその他の環境において当
該無線通信の利用を可能とするために行われ
る設備の整備のための補助金の交付

無線システム普及支援事業
費等補助金（復興経費）

社団法人デジタル放送
推進協会
地方公共団体等
社団法人移動通信基盤
整備協会等

568

東日本大震災により被災した地域において、
地上デジタル放送の受信環境を早急に整備で
きるよう、相談体制の強化、共聴施設等への
技術支援等の実施に要する経費を補助

旧日本赤十字社救護看護婦
等処遇費補助金

認可法人日本赤十字社 211

戦地等において戦時衛生勤務に従事した旧日
本赤十字社救護看護婦及び旧陸海軍従軍看護
婦に対して、日本赤十字社が慰労給付金を支
給するために必要な経費に対する補助

沖縄北部活性化特別振興事
業費補助金

市町村 136
北部地域の振興事業の着実な推進に要する経
費に対する補助

沖縄特別振興対策事業費補
助金

沖縄県 37
「沖縄経済振興21世紀プラン（最終報告）」
に盛り込まれた諸政策の実施に要する経費に
対する補助  
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（単位：百万円）

名称 相手先 金額 支出目的

＜補助金＞

消防防災設備災害復旧費補
助金

地方公共団体 978
被災地の消防防災施設の復旧を緊急に実施す
るために必要となる経費を補助金として被災
地方公共団体に対して交付

緊急消防援助隊設備整備費
補助金

地方公共団体 4,719
大規模災害や特殊災害等に対応する緊急消防
援助隊の活動に必要な消防防災設備の整備に
要する経費に対する補助

消防防災施設整備費補助金 地方公共団体 1,408
地方公共団体の消防防災施設（耐震性貯水
槽、高機能消防指令センター総合整備事業
等）の整備に要する経費に対する補助

消防防災施設災害復旧費補
助金

地方公共団体 2,101

「東日本大震災財政援助法」（平成23年法律
第40号）第2条第2項の特定被災地方公共団体
が行う同法第7条の消防の用に供する施設の
復旧に要する経費について補助することによ
り、消防防災施設の整備を促進することを目
的

消防防災設備災害復旧費補
助金（復興経費）

地方公共団体 206
被災地の消防防災施設の復旧を緊急に実施す
るために必要となる経費を補助金として被災
地方公共団体に対して交付

消防団安全対策設備整備費
補助金

地方公共団体 116

東日本大震災において、多くの消防団員が津
波に巻き込まれるなどして犠牲になったこと
を踏まえ、消防団員の活動時における安全の
確保を目的として、市町村等が実施する安全
装備品の整備を支援する

消防防災通信基盤整備費補
助金

地方公共団体 12
地方公共団体の消防防災施設（耐震性貯水
槽、消防指令センター等）の整備を促進する
ための補助

＜負担金＞

国民保護訓練費負担金 地方公共団体 52

「武力攻撃事態等における国民の保護のため
の措置に関する法律」（平成16年法律第112
号）第168条第2項に基づき、第42条第1項の
規定により指定行政機関の長又は指定地方行
政機関の長が地方公共団体の長等と共同して
行う訓練に係る費用で第164条の規定により
地方公共団体が支弁したものについては、政
令で定めるものを除き、国が負担

緊急消防援助隊活動費負担
金

地方公共団体 1,592

消防庁長官の指示を受けて出動した緊急消防
援助隊の活動により増加し、又は新たに必要
となる消防に要する費用を国が負担すること
により、緊急消防援助隊の的確かつ迅速な出
動及び活動を確保し、もって災害による被害
の軽減を図ることを目的とする負担金

＜交付金＞

過疎地域等自立活性化推進
交付金

地方公共団体等 465

過疎地域の活性化を推進することを目的とし
て、過疎市町村等が過疎地域における喫緊の
諸問題に対応するために取り組むソフト事業
に対する交付金

情報通信技術地域人材育
成・活用事業交付金

民間団体等 904

地域の知恵と工夫を生かし、地域の人材を活
用して、情報通信技術を導入・活用すること
により、地域雇用の創出とともに、地域にお
ける公共サービスの向上を図ることを目的と
する事業に対する交付金

地域情報通信技術利活用推
進交付金

民間団体等 131

地域の知恵と工夫を生かし、情報通信技術を
導入・活用するための事業を実施することに
より、地域情報化の推進を図ることを目的と
する事業に対する交付金

不発弾等処理交付金 地方公共団体 7
不発弾及びその他の爆発物の処理を行う地方
公共団体に対し交付

地域情報通信基盤整備推進
交付金

地方公共団体 11,605

地域の特性に応じた情報通信基盤の整備を支
援し、地域間の情報格差（デジタルディバイ
ド）を是正することにより、地域住民の生活
の向上及び地域経済の活性化を図るために必
要な経費を交付  
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（単位：百万円）

名称 相手先 金額 支出目的

＜交付金＞

日本放送協会交付金 特殊法人日本放送協会 3,399
「放送法」（昭和25年法律第132号）第33条
及び第35条の規定により、総務大臣が要請す
る国際放送に要する費用は国が負担

特定周波数対策交付金
指定周波数変更対策機
関（社団法人電波産業
会）

3

「電波法」（昭和25年法律第131号）第71条
の3の規定により、指定周波数変更対策機関
に対し、特定周波数変更対策業務に要する費
用の全部又は一部に相当する金額を交付

情報通信利用環境整備推進
交付金

市町村等 12

地理的な制約から民間事業者の投資による超
高速ブロードバンド基盤の整備が困難な市町
村又はその連携主体に対し、情報通信利用環
境整備推進交付金事業に要する経費の一部に
ついて交付金を交付することにより、公共分
野における利活用を前提とした超高速ブロー
ドバンド基盤の整備を促進することを目的と
する交付金

地域活性化・公共投資臨時
交付金

地方公共団体 8,826

「経済危機対策」（平成21年4月10日「経済
危機対策」に関する政府・与党会議、経済危
機対策閣僚会議合同会議決定）を踏まえ、地
方公共団体が国の施策と歩調を合わせ、地域
における公共投資を円滑に実施するために要
する経費を交付

地域活性化・経済危機対策
臨時交付金

地方公共団体 7,575

「経済危機対策」（平成21年4月10日「経済
危機対策」に関する政府・与党会議、経済危
機対策閣僚会議合同会議決定）を踏まえ、地
方公共団体における地球温暖化対策、少子高
齢化社会への対応、安全・安心の実現、その
他将来に向けた地域の実情に応じるきめ細か
な事業を積極的に実施するために要する経費
を交付

地域活性化・きめ細かな臨
時交付金

地方公共団体 11,904

「明日の安心と成長のための緊急経済対策」
（平成21年12月8日閣議決定）を踏まえ、電
線の地中化、都市部の緑化など地方公共団体
によるきめ細かなインフラ整備を支援するた
めに必要な経費を交付

地域活性化交付金 地方公共団体 283,006

「円高・デフレ対応のための緊急総合経済対
策～新成長戦略実現に向けたステップ２～」
（平成22年10月8日閣議決定）を踏まえ、観
光地の電線地中化等のきめ細かな事業及び地
方消費者行政等の光が十分当てられなかった
地方の取組を支援するために必要な交付金

防災情報通信設備整備事業
交付金

地方公共団体 1,666

全国瞬時警報システム（J-ALERT）、震度情
報ネットワークシステム等の防災情報通信施
設を全国に一斉に整備するために必要な経費
を交付

災害発生県内消防応援活動
費交付金

市町村 57

東日本大震災において消防庁長官の指示を受
けて出動した緊急消防援助隊とともに災害発
生市町村で活動を行う災害発生県内の消防機
関のうち、当該災害発生市町村以外の市町村
に属するものの応援活動のために増加し、又
は新たに必要となる消防に要する費用の一部
を国が交付

原子力災害緊急消防援助隊
等活動費交付金

地方公共団体 697

東日本大震災における東京電力福島第一原子
力発電所（以下「福島第一原発」という。）
事故の発生に伴い、福島第一原発事故に対す
る放水、除染、救急活動等に従事するために
出動した緊急消防援助隊並びに福島県及び福
島県内の市町村に属する消防に関する人員及
び施設により構成される部隊（以下「福島県
隊」という。）の的確かつ迅速な活動を確保
するとともに消防機関から福島第一原発に施
設を貸与することにより福島第一原発の自衛
消防力の向上を図り、もって福島第一原発事
故による被害の軽減を図ることを目的

合計 398,726 　
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(3) 委託費等の明細 

（単位：百万円）

名称 相手先 金額 支出目的

＜委託費＞

常時啓発事業委託費
財団法人明るい選挙推
進協会

112
「公職選挙法」（昭和25年法律第100号）第6条に
基づく選挙の啓発周知等のための委託

在外選挙人名簿登録事務委
託費

市町村
特別区

17

「公職選挙法」（昭和25年法律第100号）第263条
第4号の2及び「国会議員の選挙等の執行経費の基
準に関する法律」（昭和25年法律第179号）第13
条の3に基づく在外選挙人名簿登録事務の委託

衆議院議員及参議院議員補
欠等選挙執行委託費

地方公共団体 159
衆議院議員及参議院議員補欠等選挙に必要な投票
所経費等の委託

情報通信技術研究開発委託
費

民間企業等 4,053
情報通信技術の高度化のための研究開発を民間団
体等へ委託

情報通信技術研究開発推進
委託費

民間企業等
独立行政法人情報通信
研究機構

3,404

1. 情報通信分野における研究開発課題を広く公
募し、優れた課題について研究開発を委託
2. 独立行政法人情報通信研究機構に情報通信分
野における基礎研究等を委託

先導的情報通信社会基盤整
備委託費

民間団体等 991
民間団体等に対し、情報通信技術を利用した新た
なサービスにつながる開発・実証プロジェクトの
実施を委託

先進的地域情報通信システ
ム開発委託費

地方公共団体等 2,698
地方公共団体等に対し、情報通信技術の利活用に
よる地域課題の解決等に資する汎用的な情報通信
技術の利活用モデルの構築を委託

電気通信利用環境整備推進
委託費

民間団体等 118

「特定電子メールの送信の適正化等に関する法
律」（平成14年法律第26号）に基づく迷惑メール
対策に不可欠な国内外の最新の実態等を的確に把
握・分析する業務等を民間団体等へ委託

電波利用技術研究開発等委
託費

民間企業等
独立行政法人情報通信
研究機構

8,319

1. 電波のより効率的な利用に資する技術として
おおむね5年以内に開発すべき技術に関する研究
開発を委託
2. 周波数標準値の設定、標準電波の発射及び標
準時の通報に関する業務の委託

引揚者特別交付金支給事務
地方公共団体委託費

都道府県 4 引揚者に対する特別交付金支給事務の委託

一般戦災死没者慰霊事業委
託費

社団法人日本戦災遺族
会

20

今次大戦における戦災に関する関係資料の調査、
整理等を行い、戦災の事実について記録、刊行、
展示等を行うことによって、戦災の惨禍を後世に
伝えるとともに平和の尊さを再認識させ、一般戦
災死没者の慰霊に資することを目的とする

平和祈念事業委託費 民間団体等 562
独立行政法人平和祈念事業特別基金から引き継い
だ資料の保管及び活用を行う

統計調査地方公共団体委託
費

地方公共団体 9,340

1. 国民の就業、不就業の状態を各月ごとに明確
に把握し、失業対策その他各種行政施策の基礎資
料を得るための労働力調査等を行う
2. 我が国の現況を全国及び地域別、かつ、詳細
に調査することにより国及び地方のきめ細かい各
種行政施策の基礎資料を得るための周期統計調査
を行う

統計調査業務地方公共団体
委託費

地方公共団体 54

1. 社会人口統計体系(SSDS)を整備することによ
り、社会開発計画等地域施策策定の基礎となる都
道府県、市区データの収集を行う
2. 統計調査員の確保を図るため公募登録制度及
び調査に必要な知識を付与するための研修等を行
う

統計調査事務地方公共団体
委託費

都道府県 10,296
地方統計機構整備要綱（昭和22年7月11日閣議決
定）に基づく統計調査に従事する地方公共団体の
統計専任職員に要する経費

政府開発援助統計調査事務
地方公共団体委託費

地方公共団体 1
アジア太平洋統計研修所における研修の一部とし
ての実験調査の実施の委託

南極地域観測委託費
独立行政法人情報通信
研究機構

37
南極地域観測事業における観測、調査を実施する
ための委託

消防防災技術研究開発委託
費

民間団体等 154
消防防災技術研究開発の推進を図るための技術開
発の委託  
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（単位：百万円）

名称 相手先 金額 支出目的

＜交付金＞

地方分権振興交付金 都道府県 210

地方自治法施行60周年記念貨幣の図柄をデザイン
した都道府県が行う記念貨幣の発行に関連して行
う事業、その他、地方分権等の振興に資する事業
に対する交付金

国有提供施設等所在市町村
助成交付金

東京都
市町村

26,740

国は、その所有する固定資産のうち、日本国とア
メリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約
第6条に基づく施設及び区域並びに「日本国にお
ける合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う
国有の財産の管理に関する法律」（昭和27年法律
第110号）第2条の規定により使用させている固定
資産並びに自衛隊が使用する飛行場及び演習場並
びに弾薬庫、燃料庫及び通信施設の用に供する固
定資産で政令で定めるものが所在する市町村等に
対し、毎年度、予算で定める金額の範囲内におい
て交付

施設等所在市町村調整交付
金

東京都
市町村

6,800

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安
全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日
本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第2
条第1項の施設及び区域（以下「施設等」とい
う）が所在する市町村に対し、米軍資産に係る税
制上の特例措置等により施設等所在市町村が受け
る税財政上の影響を考慮して、毎年度、予算で定
める金額の範囲内において調整交付金を交付

＜分担金＞

国際行政学会等分担金 国際行政学会等 8 国際行政学会等への分担金

アジア地域行政会議等分担
金

国際都市・地方政府連
合アジア太平洋支部等

0
国際都市・地方政府連合アジア太平洋支部等への
分担金

政府開発援助国際電気通信
連合等分担金

国際電気通信連合等 178 国際電気通信連合等への分担金

国際電気通信連合分担金 国際電気通信連合 664 国際電気通信連合への分担金

政府開発援助万国郵便連合
分担金

万国郵便連合 28 万国郵便連合への分担金

万国郵便連合等分担金 万国郵便連合等 158 万国郵便連合等への分担金

政府開発援助国連アジア統
計研修援助計画分担金

国際連合アジア太平洋
経済社会委員会

149 国際連合アジア太平洋経済社会委員会への分担金

＜拠出金＞

政府開発援助アジア・太平
洋電気通信共同体等拠出金

アジア・太平洋電気通
信共同体

189 アジア・太平洋電気通信共同体への拠出金

国際電気通信連合等拠出金 国際電気通信連合等 39 国際電気通信連合等への拠出金

経済協力開発機構拠出金 経済協力開発機構 33 経済協力開発機構への拠出金

万国郵便連合拠出金 万国郵便連合 31 万国郵便連合への拠出金

合計 75,581  
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(4) 独立行政法人運営費交付金の明細 

  

（単位：百万円）

相手先 金額 支出目的

独立行政法人情報通信研究機構 30,280
「独立行政法人通則法」第46条の規定により、独立行政法人の業務
の財源に充てるために必要な金額の全部又は一部の交付

独立行政法人統計センター 9,426 同上

合計 39,706  

 

３ 資産・負債差額増減計算書の内容に関する明細 

(1) 財源の明細 

① 主管の財源の明細 

  

  （単位：百万円）

款 項 相手先 金額

国有財産利用収入 国有財産貸付収入 建物等借受者等 149

国有財産利用収入 利子収入 恩給給付金受給者 0

納付金 雑納付金 独立行政法人等 637

諸収入 許可及手数料 無線局の免許人等 1,110

諸収入 弁償及返納金 地方公共団体等 3,534

諸収入 電波利用料収入 無線局の免許人 74,527

諸収入 雑入 地方公共団体等 550

合計 80,508  
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(2) 無償所管換等の明細 

（単位：百万円）

区分 相手先 金額 資産等の内容 所管換等の理由 備考

財産の無償所管換等
（受）

国土交通省 6 建物
合同庁舎の国土交通省専有部分
の模様替工事によるもの

内閣府 10 工作物
合同庁舎工事に係る内閣府負担
分等

国土交通省 69 工作物
官庁営繕による工事、合同庁舎
工事に係る国土交通省負担分等

小計 86

財産の無償所管換等
（渡） 財政投融資特別会計特定国有財産整備勘

定
△ 45

その他の債権
等

新施設の引渡しを受けていない
が、旧施設を相手先に引継いだ
もの

財政投融資特別会計特定国有財産整備勘
定

△ 85
その他の債務
等

新施設の引渡しを受けたが、旧
施設を相手先に引継いでいない
もの

小計 △ 130

実測と帳簿の差額 － 0 土地 測量による増

－ △ 20 土地 測量による減

小計 △ 19

誤謬修正
－ △ 1 建物

「雑屋建」で台帳登録されてい
た建物を「事務所建」に訂正し
た事等によるもの

－ △ 3 工作物 誤謬訂正による減

－ 267 物品 誤謬訂正等による増

－ 16,787 出資金 誤謬訂正等による増

小計 17,049

復旧

（独）平和祈念事業特別基金 0 工作物

庁舎隣接地の工事のため、平成
22年度に庁舎の囲障の一部につ
き取り壊しを行った。平成23年
度に取り壊した分のフェンスを
業者負担で復旧させた

小計 0

報告洩
財務省 1 建物

「雑屋建」で台帳登録されてい
た建物を「事務所建」に訂正し
た事等によるもの

財政投融資特別会計特定国有財産整備勘
定

6 工作物
報告洩の工作物を登録した事に
よるもの

小計 8

16,995合計  

 

(3) 資産評価差額の明細 

 

（単位：百万円）

区分 評価差額の戻入 本年度発生額 本年度増減額 評価差額の発生原因

有形固定資産 - △ 2,822 △ 2,822

国有財産（公共用財産除く） - △ 2,822 △ 2,822

行政財産 - △ 2,816 △ 2,816

土地 - △ 2,808 △ 2,808
国有財産台帳の価格改定に伴
う評価差額

立木竹 - △ 8 △ 8
国有財産台帳の価格改定に伴
う評価差額

普通財産 - △ 5 △ 5

土地 - △ 5 △ 5
国有財産台帳の価格改定に伴
う評価差額

出資金 △ 789,864 1,135,540 345,676

（市場価格のないもの） △ 789,864 1,135,540 345,676 国有財産台帳の価格改定等

合計 △ 789,864 1,132,718 342,853  

 

 

 

 

４ 区分別収支計算書の内容に関する明細 



75 

 

(1) 財源の明細 

① 主管の収納済歳入額の明細 

（単位：百万円）

款 項 相手先 金額

国有財産利用収入 国有財産貸付収入 建物等借受者等 149

国有財産利用収入 利子収入 恩給給付金受給者 0

納付金 雑納付金 独立行政法人等 679

諸収入 許可及手数料 無線局の免許人等 1,110

諸収入 弁償及返納金 地方公共団体等 3,834

諸収入 物品売払収入 民間企業 163

諸収入 電波利用料収入 無線局の免許人 74,506

諸収入 雑入 地方公共団体等 585

合計 81,028  
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参考情報 

 

１．総務省の所掌する業務の概要 

総務省は、行政組織、公務員制度、地方行財政、選挙、消防防災、情報通信、郵政事業など、国家の基

本的仕組みに関わる諸制度、国民の経済・社会活動を支える基本的システムを所管し、国民生活の基盤に

広く関わる行政機能を担っている。 

総務省の官房・各局等の名称及び主な所掌事務 

官房・局の名称 主  な  所  掌  事  務 

大 臣 官 房 
省全体の総合調整、政策評価、会計、情報公開・個人情報保護、広報、人事、福利厚生平和

祈念事業特別基金に関すること 

人 事 ・ 恩 給 局 
国家公務員に関する制度の企画立案、国家公務員の給与・退職手当制度、国家公務員の人

事管理に関する総合調整等、恩給制度、恩給を受ける権利の裁定、恩給の支給  

行 政 管 理 局 

行政制度一般の基本的事項の企画立案、行政機関の機構・定員・運営の企画・立案・調整、

各行政機関の機構及び定員・独立行政法人・特殊法人の審査、独立行政法人の共通的制度の

企画立案、行政機関が共用する情報システムの整備・管理、行政機関の個人情報保護・情報

公開、独立行政法人等の個人情報保護・情報公開 

行 政 評 価 局 

政策評価の基本的事項の企画立案・事務の総括、政策評価（各府省の政策の統一的・総合

的・客観的な評価）の実施、各行政機関の業務の実施状況の評価・監視、政策評価・独立行

政法人評価委員会、行政苦情の受付・あっせん（年金記録に係るものを含む。）、行政相談

委員に関すること 

自 治 行 政 局 

地方公共団体の組織・運営に関する制度、地方行政に関する政府内の調整、市町村合併、地

方における行政改革、住民基本台帳制度、地方自治に関する基本的な政策、地域振興に関す

る政策、地方公共団体と郵便局の協力体制のあり方に関すること、地方公共団体の情報化、

地方公務員制度、選挙制度、政治資金制度 

自 治 財 政 局 

地方財政制度、地方財政計画、地方交付税、地方債、当せん金付証票、公営競技、地方公営

企業、地方公共団体の財政の健全化、特定地域に対する財政措置、地方財政に関する調査・

研究・統計、地方公共団体の財政負担に関する関係行政機関等との調整 

自 治 税 務 局 
地方税制度の企画及び立案、譲与税制度、交付金等制度に関すること、法定外普通税・法

定外目的税に係る協議及び同意等 

情 報 通 信 

国 際 戦 略 局 

情報通信（ＩＣＴ）産業の国際競争力の強化、通信と放送の融合・連携への対応その他のＩ

ＣＴの総合戦略の策定・推進、情報通信技術の総合的政策・研究開発・標準化、宇宙の研究

開発・利用、情報通信分野における国際的取決め及び国際電気通信連合等との連絡、情報通

信国際戦略局等の国際関係事務の総括・国際協力 

情 報 流 通 行 政 局 

情報通信施設の整備促進、放送の普及・発達、コンテンツ・アプリケーション振興、情報リ

テラシーの向上、ニュービジネス振興、情報セキュリティ・バリアフリー、郵便事業、郵便

局の活用による地域住民の利便の増進、郵便等に関する国際的取決め及び万国郵便連合等と

の連絡、信書便事業の監督 

総 合 通 信 基 盤 局 
電気通信事業の許認可・競争促進、情報通信ネットワークの高度化、非常事態における重要

通信の確保、周波数の割当て、電波の監督管理・利用促進、電波利用料制度 

統 計 局 
国勢調査その他国勢の基本に関する統計調査の実施等、統計技術の研究、二次的統計の作成、

統計の作成・利用に必要な情報の収集・提供、総務省が実施する統計調査の調整 

政 策 統 括 官 

総務省の所掌事務に関する総合的な政策の企画立案、統計・統計制度の企画立案、統計調

査の審査・調整・基準の設定、統計職員の養成の企画立案、国際統計事務の統括、統計の

発達及び改善（統計局の所掌に該当するものを除く。） 

公害等調整委員会 
あっせん・調停・仲裁及び裁定による公害紛争の処理、鉱区禁止地域の指定、鉱業等に係る

行政処分に対する不服の裁定、土地収用法に基づく意見の申出等 

消 防 庁 

消火の活動・救助活動・救急業務・火災予防・危険物などの消防に関する制度、消防施設の

強化拡充、消防職団員の教育訓練、緊急消防援助隊の出動要請など消防の広域的な応援の実

施、地震・風水害、原子力・コンビナート災害など各種災害対策、消防防災分野の高度情報

化、消防の科学技術に関する研究、国際消防救助隊の派遣、武力攻撃事態等における国民の

保護のための措置、消防・防災分野における国際協力 

 



77 

 

２．総務省の組織及び定員 

国勢統計課

事業政策課

消防審議会

郵便課

国際政策課

国際経済課

国際協力課

情報通信利用促進課

地域通信振興課

消費統計課
[充て職２]

参事官 3

（注２）（　）内の数は、平成２３年度末の予算定員であり、特別職の数を含んでいる。

部　長

管理課

政治資金課

(19)

総合通信局 (1,307)

沖縄総合通信事務所 (42)

[充て職１]

局　　長 局　　長 局　　長

政策統括官
[統計基準担当]

[充て職４]

［事務局長１は充て職］

（注１）政令職以上の組織を掲げた。

部　長

総　　務　　省

（施設等機関）

局　　長

（外局）

政治資金適正化委員会

※  事件ごとに総務大臣が任命

電波環境課

電波政策課

基幹通信課

移動通信課

衛星移動通信課

放送政策課

放送技術課

消費者行政課

電波部

部　長

自治大学校

福利課

選挙部

公務員課

（平成２３年度）

電気通信事業部

高度通信網振興課

企画課

都道府県税課

固定資産税課

行政課

調整課

選挙課

地上放送課

宇宙通信政策課

公務員部

地方債課

交付税課

部　長

(14)

(26)

(49)

(285) (203)

局　　長

(10)

通信規格課

経済基本構造統計課

経済統計課

衛星・地域放送課

郵政行政部

電気通信技術システム課

信書便事業課

貯金保険課

企画課

調査企画課

総務課

総合通信基盤局

料金サービス課

（１）

部　長

統計調査部

総務課

統計情報システム課

(455)

統計企画管理官

統計審査官 3

国際統計管理官

政策統括官
[情報通信担当]

（56）

総務課

情報流通振興課

データ通信課

部　長情報通信作品振興課

沖縄行政評価事務所

局　　長

情報流通行政局 (289) (310) 統計局

局　　長

年金記録確認地方第三者委員会

（特別の機関） （地方支分部局）

(40)

(162)

中央選挙管理会

自治紛争処理委員

管区行政評価局

年金記録確認地方第三者委員会

公害等調整委員会

消防庁

（審議会等）

国地方係争処理委員会

退職手当・恩給審査会

電気通信紛争処理委員会

(1,018)

総務省の組織

総務大臣秘書官

総務審議官

総務大臣

総務副大臣

総務大臣政務官

総務事務次官

2

3 情報通信政策研究所

統計研修所

企画調整課

(105)行政評価局 自治税務局

政策評価・独立行政法人評価委員会

地方財政審議会

財政課

(80)自治財政局

局　　長

情報通信政策課

技術政策課

情報通信審議会

情報通信行政・郵政行政審議会

年金業務監視委員会

年金記録確認中央第三者委員会

次　　長

住民制度課

8

(3)

電波監理審議会

(5,351)

(205)情報通信国際戦略局

市町村体制整備課

(116)

市町村税課

財務調査課

地域自立応援課

総務省独立行政法人評価委員会

(8)

地域政策課

(267) 自治行政局

9

政策評価官

人事政策課

恩給企画課 評価監視官

管理官

行政情報ｼｽﾃﾑ企画課

総務課 総務課

行政相談課

10

14

官房長

政策評価審議官

局　　長

行政管理局

局　　長

人事・恩給局

次　　長

総務課

秘書課

参事官

審議官

大臣官房

総括審議官

(268)

地域力創造審議官

3

会計課

企画課

政策評価広報課

参事官

公務員高齢対策課

5

恩給業務課

恩給審査課 公営企業課

 

 

本省 特別職 12 大臣１、副大臣２、政務官３、秘書官１、地方財政審議会委員（常勤）５

5,149 事務次官 1

総務審議官 3

内部部局 官房 268

2,640 人事・恩給局 267 １次長６課５官

行政管理局 116 ２課８官

行政評価局 285 ２課10官

自治行政局 203 ２部10課

自治財政局 105 ６課

自治税務局 80 ４課

情報通信国際戦略局 205 １次長７課３官(充職２）

情報流通行政局 289 １部１３課

総合通信基盤局 310 ２部１２課

統計局 455 １部７課

政策統括官 57 ５官

特別の機関 政治資金適正化委員会事務局 10 事務局長

審議会等
電気通信紛争処理委員会
事務局 8 １官

施設等機関 自治大学校 14
89 情報通信政策研究所 26

統計研修所 49
地方支分部局 管区行政評価局 1,037 行政評価支局、沖縄行政評価事務所、行政評価事務所を含む。

2,386 総合通信局 1,349 沖縄総合通信事務所を含む。

外局 公害等調整委員会 40 特別職４、一般職36

202 消防庁 162 内部部局125、施設等機関37

5,351
※　審議会等　…　退職手当・恩給審査会、地方財政審議会、国地方係争処理委員会、電気通信事業紛争処理委員会、電波監理審議会、

　　　　　　　　　総務省独立行政法人評価委員会、政策評価・独立行政法人評価委員会、情報通信審議会、情報通信行政・郵政行政審議会、　

参考 一般会計 5,351 （公調委を除くと5,311）
特別会計 0

官房長､総括審議官3､政策評価審議官1、地域力創造審議官1、審議官14(充職1)､参事官10(充職4)､企画官3､
官房５課239､審理官1

総　　　　　　計

　　　　　　　　　年金業務監視委員会、年金記録確認第三者委員会、消防審議会　
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３．総務省所管一般会計における会計・独立行政法人等の間の財政資金の流れ 

 

【交付税及び譲与税配付金特別会計（交付税及び譲与税配付金勘定）】

・地方交付税交付金               19,086,651百万円

・地方特例交付金　　　　　　        364,020百万円

　 【独立行政法人】

・補助金等　　　　　　　　　　        1,698百万円

　 ・委託費等　　　　　　　　　　        2,698百万円

・独立行政法人運営費交付金　       　39,706百万円

・庁費等　　　　　　　　　　　          831百万円

　   平成23年度支出済歳出額

   　20,728,599百万円

【特殊法人】

・補助金等　　　　　　　　　　      　3,747百万円

 ・委託費等　　　　　　　　　　      　1,400百万円

　 ・庁費等　　　　　　　　　　　           36百万円

　

　

　

【公益法人】

・補助金等　　　　　　　 　　　　    14,723百万円

・委託費等　　　　　　　　　　　　  　2,468百万円

・庁費等　　　　　　　　　　　        1,135百万円

　

 

総
務
省
所
管
一
般
会
計
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４．平成 23 年度一般会計の歳入歳出決算の概要 

 

1 歳 入 

歳入予算額748億23百万円に対し、収納済歳入額は810億28百万円であり、差引き62億5百万円の増加となっている。 

収納済歳入額の主なものは、 

電波利用料収入・・・・・・・・・・・・・・・・・745 億  6 百万円 

返納金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 37 億 74 百万円 

手数料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11 億 10 百万円 

である。 

 

2 歳 出 

   歳出予算現額20兆8,887億49百万円に対し、支出済歳出額は20兆7,285億99百万円、翌年度繰越額は1,103億57百

万円であり、不用額は497億92百万円となっている。 

支出済歳出額の主なものは、 

    交付税及び譲与税配付金特別会計への繰入・・・・・・19兆4,506億71百万円 

内訳  地方交付税交付金                    19兆   866億51百万円 

  地方特例交付金                       3,640億20百万円 

 

恩給関係費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6,086億34百万円 

        科学技術振興費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  440億87百万円 

      その他の事項経費  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6,252億  4百万円 

である。 
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５．公債関連情報 

一般会計の公債の発行・管理は財務省の所掌する業務であるため、公債及び利払費等については財務

省に計上されている。しかし、各省庁の業務実施の財源の一部は公債で調達されていることから、各省

庁の負担と考えられる公債関連の計数を複数の仮定計算に基づき算定し、公債関連情報として開示して

いる。仮定計算に基づく数字であるため、各省庁の省庁別財務書類に負債計上するものではない。 

 

 ① 財務省において計上されている会計年度末の公債残高、当該年度に発行した公債額（借換債を除く。）

及び当該年度の利払費は以下のとおりである。 

・会計年度末の公債残高                      6,374,795 億円 

  ・当該年度に発行した公債額                      427,979 億円 

  ・当該年度の利払費                           74,422 億円 

 

 ② 財務省において計上されている①の計数を公債発行対象経費及び歳出決算額の累計額等を基礎として

各省庁に配分を行った場合、当省に配分される額は以下のとおりである。 

・会計年度末の公債残高のうち当省配分額        332,552 億円 

  ・当該年度に発行した公債額のうち当省配分額       9,390 億円 

 ・当該年度の利払費のうち当省配分額                3,966 億円 

 

（参考）公債関連情報における公債残高等の各省庁への配分方法の見直しについて 

  公債関連情報における公債残高等の各省庁への配分方法については、平成 23 年 2 月 17 日、「省庁別

財務書類の作成について」が改訂され、従来の資産又は資産・負債差額並びに公債発行対象経費及び歳

出決算額を基礎とした配分方法から、公債発行対象経費及び歳出決算額の累計額等を基礎とした配分方

法に変更された。 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 


